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目標２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

○　目標2-5　保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置（市町村成果目標）

令和６年 令和７年 令和８年 令和６年 令和７年 令和８年 令和６年 令和７年 令和８年

名護市 7 7 7 20 20 20 1 1 1

国頭村 6 6 6 10 10 10 1 1 1

大宜味村 0 6 0 0 5 0 0 1 0

東村 6 6 6 11 11 11 1 1 1

今帰仁村 6 6 6 8 8 8 1 1 1

本部町 6 6 6 6 6 6 2 2 2

伊江村 1 1 1 1 1 1 1 1 1

伊平屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊是名村 1 1 1 10 10 10 1 1 1

北部合計 33 39 33 66 71 66 8 9 8

宜野湾市 6 6 6 10 10 10 1 1 1

沖縄市 4 4 4 8 8 8 1 1 1

うるま市 6 6 6 102 102 102 2 2 2

恩納村 0 0 2 0 0 10 0 0 1

宜野座村 1 1 1 15 15 15 1 1 1

金武町 0 0 1 0 0 6 0 0 1

読谷村 3 3 3 15 15 15 1 1 1

嘉手納町 1 1 1 8 8 8 1 1 1

北谷町 3 3 3 7 7 7 1 1 1

北中城村 2 2 2 15 15 15 2 2 2

中城村 1 1 1 10 10 10 1 1 1

中部合計 27 27 30 190 190 206 11 11 13

那覇市 4 4 4 20 20 20 1 1 1

浦添市 2 2 2 15 15 15 1 1 1

糸満市 4 4 4 20 20 20 2 2 2

豊見城市 0 2 2 0 5 5 0 1 1

南城市 ― ― 1 ― ― 10 ― ― 1

西原町 1 1 1 9 9 9 1 1 1

与那原町 1 1 1 8 8 8 1 1 1

南風原町 1 1 1 10 10 10 1 1 1

渡嘉敷村 0 0 12 0 0 8 0 0 12

座間味村 1 1 1 10 10 10 1 1 1

粟国村 1 1 1 8 8 8 1 1 1

渡名喜村 4 4 4 11 11 11 1 1 1

南大東村 0 4 0 0 8 0 0 1 0

北大東村 12 12 12 7 7 7 12 12 12

久米島町 0 0 6 0 0 8 0 0 1

八重瀬町 0 2 2 0 8 8 0 1 1

南部合計 31 39 54 118 139 157 22 25 38

宮古島市 4 4 4 15 15 15 1 1 1

多良間村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古合計 4 4 4 15 15 15 1 1 1

石垣市 0 0 2 0 0 9 0 0 2

竹富町 2 2 2 6 6 6 2 2 2

与那国町 1 1 2 10 10 10 1 1 2

八重山合計 3 3 6 16 16 25 3 3 6

98 112 127 405 431 469 45 49 66

八
重
山
圏
域

合　　　　　　　　　計

保健、医療及び福祉関係者に
よる協議の場の開催回数

保健、医療及び福祉関係者による
協議の場への関係者の参加者数

保健、医療及び福祉関係者による協議の場
における目標設定及び評価の実施回数

北
部
圏
域

中
部
圏
域

南
部
圏
域

宮
古
圏
域
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目標３　地域生活支援の充実（市町村成果目標）

① ② ① ② ③ ④ ⑤ ① ②

単独整備 圏域整備 令和６年 令和７年 令和８年
多機能拠点
整備型

面的
整備型

多機能拠点
＋面的整備

その他 未定 令和６年 令和７年 令和８年 令和６年 令和７年 令和８年 単独整備 圏域整備 令和６年 令和７年 令和８年

名護市 ○ ○ ○ 0 0 0 1 1 1 〇 〇

国頭村 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

大宜味村 〇 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

東村 ○ ○ 3 3 3 6 6 6 ○ ○

今帰仁村 〇 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

本部町 〇 〇 1 1 〇 〇

伊江村 ○ ○ ○ 1 1 1

伊平屋村

伊是名村 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

北部合計 5 3 3 2 1 1 6 0 0 1 7 7 8 12 12 13 2 5 0 2 5
宜野湾市 〇 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

沖縄市 〇 〇 1 1 1 1 1 〇 〇

うるま市 〇 〇 〇 8 12 12 2 2 2 〇 〇

恩納村 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

宜野座村 〇 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

金武町 ○ ○ ○ 1 1 ○ ○

読谷村 〇 設置済 〇 〇 5 5 5 1 1 1

嘉手納町 〇 設置済 〇 2 2 2 2 2 2 〇 〇

北谷町 ○ ○ ○ 4 4 4 2 2 2 ○ ○

北中城村 〇 〇 〇 1 2 2 2 〇 〇

中城村 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

中部合計 10 1 5 0 3 0 10 2 0 0 23 28 30 14 14 15 6 4 0 1 9
那覇市 〇 〇 3 2 2 2 - - - - -

浦添市 ○ ○ ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○ ○ ○

糸満市 ○ ○ 1 1 〇 〇

豊見城市 〇 〇 〇 1 1 1 〇 〇

南城市 〇 〇 1 1 1 1 ― 〇 ― ― ―

西原町 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

与那原町 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

南風原町 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

渡嘉敷村 ○ ○ ○

座間味村 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 ○ ○

粟国村 ○ ○ ○ 1 1 ○ ○

渡名喜村 〇 〇 〇 1 1 1 1 〇 〇

南大東村 ○ ○ ○ ○ 1 1 1 ○ ○

北大東村 ○ 1 1 1

久米島町 〇 〇 〇 1 1 1 1 1 1 〇 〇

八重瀬町 ○ 設置済 ○ 1 1 1 1 ○ ○

南部合計 10 6 3 2 7 0 10 0 0 5 7 8 14 13 13 15 7 6 2 3 9
宮古島市 ○ ○ ○ 16 16 16 1 1 ○ ○

多良間村

宮古合計 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 16 16 0 1 1 1 0 0 0 1
石垣市 〇 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 〇 〇

竹富町 〇 〇 1 1 1

与那国町 〇 〇 圏域 1 1 〇 〇

八重山合計 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 2 2 2 3 1 1 0 0 2
28 11 12 4 13 1 29 2 1 6 54 60 70 41 42 47 17 16 2 6 26

（注）１　整備区域 ２　整備手法

　「単独整備」…当該市町村内で拠点に必要な機能を確保すること。

　「圏域整備」…当該市町村外の社会資源等を利用して拠点に必要な機能を確保すること。

　「面的整備型」…地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備手法

中
部
圏
域

南
部
圏
域

宮
古
圏
域

八
重
山
圏
域

合　　　　　　　　　計

北
部
圏
域

１　整備区域 ２　設置時期 ３　整備手法 ４コーディネーターの配置人数

　「多機能拠点整備型」…地域生活支援拠点に求められる５つの機能を集約し、共同生活援助や障害者支援施設等に
　　　　　　　　　　　　付加した拠点の整備手法

１　整備区域 ２　設置時期
５地域生活支援拠点の機能の充実に向け

た
運用状況の検証及び検討回数(年間)

地域生活支援拠点の整備 強度行動障害者への支援体制の整備
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目標５　障害児支援の提供体制の整備等

単独
設置

圏域
設置

令和
６年

令和
７年

令和
８年

設置済 具体的な設置方法
令和
６年

令和
７年

令和
８年

構築済 具体的構築方法
単独
確保

圏域
確保

令和
６年

令和
７年

令和
８年

確保済 具体的な確保方法

名護市 ○ ○ ○

既に設置済

○

保育所等訪問支援は既に市内で実践されている。支給決定者
数に対して実利用者数が少ない傾向にあるが、計画相談員や
障害児通所支援事業所が積極的に保育所や学校等との連携を
図ることでインクルージョンを推進している。

○ ○ ○

市内に3事業所あり、市外からの利用者もいる状況。

国頭村 ○ ○

村単独での設置は難しいため、北部圏域での設置を検討した
い。

○

現在、村外の事業所に委託して、巡回支援専門員整備事業を
活用して保育所等への巡回支援事業を行っている。
保育所等訪問支援のサービス提供体制の構築についは、同事
業所と検討を行う。

○ ○

隣村に放課後デイサービス事業所が開所予定ではあるが、人
員確保の問題から重症心身障害児の支援体制を整えるには課
題が大きい。

大宜味村 〇 〇
大宜味村では対象児が少なく、村内に事業所がない。その
為、児童発達支援センターの単独での確保は困難なため、北
部圏域での設置。

〇
北部圏域で設置した児童発達支援センターへ実施をお願いす
る。 〇 〇

大宜味村では、専門的の人材確保が困難であり北部圏域での
設置

東村 ○ ○

当村においては、対象となる児童が少ない為、北部圏域設置
とし、事業所に委託する。

○

通所支援事業所以外で、児童が社会参加できるよう、保護者
からの聞き取りにより希望がある場合は、保育所等訪問支援
のサービスを支給決定し、集団生活への適応のため専門的な
支援を行う。

○ ○

当村においては、対象となる児童が少ない為、北部圏域設置
とし、事業所に委託する。

今帰仁村 〇 〇 〇 〇 〇

本部町 〇 〇

町内の限られた社会資源のみで備えることが難しく、新たに
施設を整備することが財源的にも困難である。
近隣市町村及び発達支援事業所など関係機関と連携し、令和
８年度設置を目標とする。

〇

保育所等訪問支援は、現在町外の事業所を利用している状況
である。保育所等訪問支援等を活用した障害児の地域社会へ
の参加・包容を推進する体制の構築を図るため令和8年度から
町内事業所確保を目指して既存の児童発達支援事業所等に体
制の構築を働きかける。

〇 ○

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所は、すでに圏域内で確保されている。
また、対象となる児童が少ないため事業所の参入は困難な状
況である。

伊江村

伊平屋村

伊是名村 ○ ○

○児童発達支援センターの設置にあたったは、村単独での設
置は困難であるため、北部福祉圏域の市町村と連携した圏域
設置とし、令和8年に設置することを目指します。 ○

村内に事業所等がないため、島外の事業所と連携し、体制の
構築を目指す。

○ ○

○重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後
等デイサービス事業所については、村内に確保することは困
難なため、北部圏域の市町村と連携し、令和8年の圏域確保を
目指します。

北部合計 1 6 1 1 5 1 2 1 4 0 0 7 1 0 5 2

宜野湾市 〇 〇

本市においては、児童発達支援センターのハード面での整備
が困難であることや、専門員の確保も厳しいことから、児童
発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障がい者相談支
援事業所等との連携体制を構築し、令和５年度中の児童発達
支援センターとしての機能確保を目指します。

〇

市内の保育所等訪問支援事業所の他、圏域の事業所を含め児
童発達支援センター機能並びに障がい者相談支援事業所と連
携し体制構築を図る。

〇 〇

重症心身障がい児を受け入れてもらえる通所支援事業所が少
ないことから、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支
援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保に取り組む
必要があります。

沖縄市 〇 ○
令和３年度に設置済

〇
こども発達支援センター及び保育所等訪問を行うにあたって
関係する機関・地域と連携を図っていく。 〇 ○

市内で既に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及
び放課後等デイサービス事業所がある。

うるま市 〇 ○

　民間業者が市所有地を賃借のうえ建物を建設し、その建物
を市が借上げ児童発達支援センターを設置しており、児童発
達支援センターの運営については、指定管理者制度を活用し
ている。なお、施設については「うるまこどもステーショ
ン」として、児童発達支援センター、児童館、親子通園施設
が入った福祉棟、各医療機関が入居する医療棟（民間施
設）、こども園が併設する児童福祉関連複合施設となってい
る。うるまこどもステーションの取り組みとしては以下のと
おり。
①うるまこどもステーションの施設の活用（併設された児童
館で、児童発達支援センターや親子通園等に通う児童やその
保護者が親子で参加できるイベントの企画・開催）
②集団で過ごすための環境づくり（配慮を要する子へのソー
シャルスキルトレーニングの実施や、本人を取り巻く環境な
どにも配慮しながら、集団の中で過ごせるような療育支援の
実施）
③発達障害に関する市民への理解啓発（広報誌やイベント等
による発達障害に関する情報発信）
④中高生の発達支援と居場所（児童発達支援センターと併設
された児童館の活用等による、中高生の居場所の確保を検
討）
⑤うるまこどもステーションを中核とした地域におけるイン
クルーシブな取り組みの実施（うるまこどもステーションの

〇

　保育所等や学校だけでなく、その他児童が集団生活を営む
施設等と連携を図り、あらゆる場面での保育所等訪問支援の
活用を推進する。
　（参考：令和5年7月時点で市内保育所等訪問支援事業所数
は9個所）

〇 〇

①市内重心対応型事業所での受け入れ状況や、地域のニーズ
について分析する。
②分析結果を踏まえ、障害児通所支援事業所の整備を推進す
るため障害福祉計画等に明記し、事業所指定を行う県に対す
る意見の申し出等を行っていく。
　（参考：令和5年7月時点で市内における重症心身障害児を
支援する児童発達支援事業所等は、2か所）

恩納村 〇 〇 〇 〇 〇 ○
現在は、近隣の事業所を利用することでサービス提供を行え
ている。今後、ニーズを踏まえながら事業所の確保等を検討
する。

宜野座村 〇 〇
近隣市町村と調整し、圏域設置に動けたらと想定していま
す。

〇
対応方法を検討中。

〇 〇 ○
現在のニーズは、村外施設を利用中。

金武町 ○ ○ ○

下記民間事業者で設置済み。
・ひらめき（2018/1/1指定）

○ ○

下記民間事業者で設置済み。
・支援センターすまいるふぁみりー（2015/4/1指定）
・発達支援センターぎんばるの海（2014/4/1指定）
・Roselle　Association　Club　Ⅳ（2017/8/1指定）
・ＰＯＮＹ(2021/3/1指定)

読谷村 〇 〇 〇
児童発達支援センターの設置と合わせて機能の構築・検討を
行う。 〇 ○

村内事業所が事業を行っている

嘉手納町 〇 〇

隣接する市町村で指定を受ける事業所と、対象エリアについ
ての意見交換を行う。また、隣接市町村の指定事業所の対象
エリアに本町が含まれない場合は、社会福祉協議会と、町内
での当該センター機能確保等について意見交換を行う。

〇

現段階では町内に保育所等訪問支援を行う事業所がないた
め、町内への事業所設置にむけた誘致を行い、障害児の地域
社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の
構築を図る。
※町内への事業所設置が困難な場合は、町外の実施事業所の
利用が継続できるように、実施事業所との連携を強化する。

〇 〇

現段階では町内に主に重症心身障害児を支援する児童発達支
援事業所及び放課後等デイサービス事業所を行う事業所がな
いため、町内への事業所設置にむけた誘致を行う。
※町内への事業所設置が困難な場合は、町外の実施事業所の
利用が継続できるように、実施事業所との連携を強化する。

児童発達支援センターの設置
保育所等訪問支援等を活用した障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体
制の構築

設置方法 設置時期 構築時期

○　目標5-3　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保（市町村成果目標）

○　目標5-1　重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実（市町村成果目標）

北
部
圏
域

中
部
圏
域

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

確保方法 確保時期

3



目標５　障害児支援の提供体制の整備等

単独
設置

圏域
設置

令和
６年

令和
７年

令和
８年

設置済 具体的な設置方法
令和
６年

令和
７年

令和
８年

構築済 具体的構築方法
単独
確保

圏域
確保

令和
６年

令和
７年

令和
８年

確保済 具体的な確保方法

児童発達支援センターの設置
保育所等訪問支援等を活用した障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体
制の構築

設置方法 設置時期 構築時期

○　目標5-3　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保（市町村成果目標）

○　目標5-1　重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実（市町村成果目標）

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

確保方法 確保時期

北谷町 ○ ○

町による単独設置の予定。

○

町単独で児童発達支援センターを令和8年度末までに設置し、
保育所等訪問支援を活用しながら、障害児の地域社会への参
加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築する予
定

○ ○

圏域での確保を予定。

北中城村 〇 〇

児童発達支援センターの村単独設置は厳しいため、近隣市町
村との圏域での設置に向けて取り組みます。

〇

障がいのある児童を保育所等の集団生活に適用できるように
支援することで、保護者と保育所等との関係を構築し、障が
い児の成長・発達に大きく寄与できる事業ですが、サービス
提供にあたる訪問支援員に求められるスキルは大きく、訪問
支援員の確保は大きな課題となっています。
　そのため、当該サービスのニーズの把握を行い、早期に
サービス提供ができる体制づくりに努めます。

〇 〇

重症心身障がい児を受け入れる同事業所の確保については、
村単独での確保が非常に厳しい状況にあるため、近隣市町村
とも協力し、早期確保に努めます。

中城村 〇 〇

単独設置は厳しいため、既存の医療機関等に委託できるかを
含め検討する。

○

・村独自で設置はしていないが、近隣市町村の事業所を利用
できており、現状でのサービス需要は充足されており、支援
体制は構築できていると考える。
・今後利用増に向け、村内へのサービス提供事業所が増える
よう、引き続き働きかけていく。

〇 〇 ○

・現在近隣市町村に所在する事業所を利用することができて
おり、不足はしていないと考える。

中部合計 7 4 1 0 7 3 1 1 7 2 6 5 0 0 7 7

那覇市 〇 ○

平成31年4月1日施行の那覇市こども発達支援センター条例よ
り本市こども発達支援センターを設置し、現在に至る。

〇 ○

本市こども発達支援センターは、保育所等訪問支援、巡回支
援専門員の配置等を実施し、地域の保育所等に対して、専門
的な知識・技術に基づく支援を行っている。
また、地域の教育・保育施設における保育所等訪問支援等に
よるインクルージョンの推進については、本市関係部局と連
携・情報共有を行いながら、制度周知に努めていく。

〇 ○

浦添市 ○ ○

令和３年度に設置済

○

現在、児童発達支援センター、障害児通所支援事業所（計2か
所）で保育所等訪問支援を実施している。必要対象児が保育
所等訪問支援を利用できるよう周知をするとともに、児童発
達支援センターの業務整理、地域相談の充実など推進し、体
制構築を図る。

○ ○ ○

確保済(市内の事業所数：4ヵ所)

糸満市 ○ ○

・平成30年度こども発達支援センター「ココイク」（社会福
祉法人たまん福祉会）開設

3 ○

・市において既に3カ所の事業所を確保しているため、サービ
ス供給体制を維持します。

豊見城市 〇 〇
児童発達支援及び保育所等訪問支援を実施している事業所に
対し、地域における児童発達支援センターの役割やその必要
についての周知を行い、児童発達支援センターとしての設置

○
障害児通所支援事業所等が実施する保育所等訪問支援を活用
し、障害児のインクルージョンを推進する体制を構築してい
る。

〇 ○

南城市 〇 〇

児童発達支援センターの設置を検討している段階である。

〇

心理士等を配置し、保育所等訪問支援を実施する。

〇 〇 ○

現在、本市には重症心身障害児に特化した事業所が無いが、
対象児は近隣市町村にある事業所を利用しており、賄えてい
ると思われる。
ただ、市内にも児童発達支援事業所の設置の動きがあり、よ
り利便性を向上させるためにも支援する必要がある。

西原町 ○ ○

事業者による設置(福祉型の児童発達支援センター)を前提と
し、事業者への設置を促すための具体的な方策については、
今後他市町村の取り組み事例や事業者の意見等を踏まえなが
ら検討する。

保育所等訪問支援については、現在町内に確保されており、
利用できる体制が整っています。今後も既存の事業所、保育
所、学校等と連携して、事業の充実に取り組みます。 ○ ○

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課
後等デイサービス事業所については、現在確保されており、
今後事業所と連携した事業の充実に取り組みます。

与那原町 ○ ○

令和8年度末までに、圏域（近隣市町村）設置を基本とし検討
する。町内及び近隣市町村事業者による設置検討。設置を促
す方法等は関係各課（子育て支援課、健康保険課）、事業者
と協議（必要に応じて地域自立支援協議会の子ども支援部会
を活用）する。事業者委託の場合、委託方法（単独、近隣市
町村合同）は近隣市町村と協議実施。詳細は関係各課、町内
事業所等とも協議（地域自立支援協議会子ども支援部会活
用）していくが、町内の実施可能な事業所に委託するか、も
しくは町外の事業所に委託するか等で検討する。

○

令和8年度末までに構築する。保育所等訪問支援利用者は徐々
に増えてきている。保育所等訪問支援事業者も少しずつ増
え、近隣市町村にも開所があり（町内なし）、利用希望者に
はサービスを提供できている状況。利用者がさらに増え、
サービスの提供が厳しい状況であれば、町内事業所に対し、
事業実施を検討してもらう。

○ ○

令和8年度末までに南部圏域での確保を基本とし、検討。現
在、町内で重度心身障害児支援が可能な事業所は1カ所確保で
きている状況。町内と近隣市町村の事業所で足りているかを
適宜検討していく。

南風原町 ○ ○

町内に事業者による児童発達支援センターがR２年度に設置さ
れた。

○

保育所等訪問支援を利用できる体制整備はできている。

○ ○

事業者による重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所
及び放課後等デイサービス事業所が確保できている。

渡嘉敷村 ○ ○ ○ ○ ○

座間味村 ○ ○

村単独での設置は困難なため、圏域設置ですすめることと
し、センターが持つ機能的な面での支援が受けられるよう、
令和8年の設置を目指し、南部障害福祉圏域の関係機関、事業
所等を連携を図る。

○

保育所等訪問支援が村内で利用できるよう、役場職員（保健
師等）による実施体制を構築。

○ ○

現在対象児はいないため、想定はしておりませんが、村単独
での設置は困難なため関係機関と連携し圏域での設置。

粟国村 〇 〇

・本村では対象児がいない。また、小規模離島のため村内に
事業所がなく単独での設置は困難な状況です。
　地域資源が比較的整っている沖縄本島内でセンター指定で
きる事業所を探し、事業を実施できるよう調整を進める。

〇

・対象児がいないため現在利用者はいない。既存組織による
協議等により利用者が把握された場合は、沖縄本島内の資源
活用し機能確保を検討する。 ○ ○

・対象児がいないため現在利用者はいない。既存組織による
協議等により利用者が把握された場合は、沖縄本島内の資源
活用し機能確保を検討する。

渡名喜村 〇 〇
単独での設置は厳しく、圏域での設置を検討。

〇
圏域で設置した児童発達支援センターの活用に合わせて、保
育所等訪問支援を利用できる体制の構築を検討する。 〇 〇

単独での設置は厳しく、圏域での確保を検討。

南大東村 ○ ○

保健センターを拠点として発達障害等を含めやカウンセラー
による育児相談を実施するとともに、ファミリーサポートセ
ンターの設置も行い連携体制を整えます。

○

理学療法士や作業療法士による療育指導、療育相談を実施す
る事で支援の充実を図ります。

○ ○

現在設置されている学童、預かり保育を活用し保健セン
ター、包括支援センター、社会福祉協議会、幼小中との連携
体制を整えます。

北大東村

南
部
圏
域
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目標５　障害児支援の提供体制の整備等

単独
設置

圏域
設置

令和
６年

令和
７年

令和
８年

設置済 具体的な設置方法
令和
６年

令和
７年

令和
８年

構築済 具体的構築方法
単独
確保

圏域
確保

令和
６年

令和
７年

令和
８年

確保済 具体的な確保方法

児童発達支援センターの設置
保育所等訪問支援等を活用した障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体
制の構築

設置方法 設置時期 構築時期

○　目標5-3　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保（市町村成果目標）

○　目標5-1　重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実（市町村成果目標）

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

確保方法 確保時期

久米島町 〇 〇

離島である本町は単独設置が現実的だと考えられる。設置方
法については未定。
他市町村の児童発達支援センターへ委託していく事も検討し
ていく必要があると考える。

〇 ○

保育所等訪問支援については令和３年度時点ですでに構築済
み。
ふるさと納税等利用し、他事業を実施していただいている臨
床心理士(公認心理士視覚も所持)1名に委託して行っている。
地域社会への参加・包容については障害児部会を活用し行政
側と児童発達支援事業所、教育機関等と直接連携・情報交換
を行い構築にむけ検討を図る。

〇 〇

重症障害児の支援を行う観点から、離島である本町は単独確
保となる事が見込まれる。
町内事業所においても多機能型障害児事業所しかなく、重症
心身障害児の見込もない為再度関係機関での協議を行う。
留意事項として島内医療機関が1か所となっているおり、かつ
小児科の担当医が常駐ではない。その為緊急時はヘリでの搬
送となる。

八重瀬町 ○ ○

児童発達支援センターを担える事業所がないため、児童発達
支援と障害児相談支援を行う事業所を核として、
利用者を障害児サービスにつなげていく「児童発達支援セン
ター機能」の構築を目指す

○

保育所等訪問支援を担える事業所がないため、児童発達支援
と障害児相談支援を行う事業所を核として、
障害児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築を目
指す。

○ ○

　○利用者の支援にあたって、利用者の望む形態・ニーズの
把握に努め、支援を行う町内施設の確保を行う。
　○町内事業所での設置や確保が困難な場合、町外事業所を
利用することで、利用者の支援にあたる。

南部合計 10 5 0 2 9 4 2 1 8 4 9 6 1 1 8 7

宮古島市 ○ ○

令和5年度に、児童発達支援センター設置検討委員会を立ち上
げ、設置方法等について検討を行う。

○ ○ ○

○児童発達支援、放課後等デイサービスともに各２カ所で重
症心身障がい児の受け入れを行っていますが、新規参入の促
進に努め、今後の提供量の拡充を図ります。

多良間村

宮古合計 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

石垣市 〇 〇
現在、具体的な設置方法については検討中。

〇
現在、具体的な設置方法については検討中。

○ ○
当市内に主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所
及び放課後等デイサービス事業所がある。

竹富町

本町は一町多島の島嶼町であり、センターの設置に関しては
未定の状況です。
近隣市町村の社会的資源を活用できるよう調整するなど、
ニーズに応じて障がいの特性や状況に配慮した環境づくりを
進めたいと考えております。

現在、巡回支援専門員整備事業において、本町に在する保育
所を対象に専門員が定期的に訪問しています。
保育士や保護者からの相談及び児童への見立て、保育所の環
境アドバイス等、多岐にわたる支援を行っております。

〇

一町多島の本町においては、人材確保や事業所の採算面の問
題から単独設置が厳しく、圏域での設置を想定していますが
未定の状況です。
関係機関と連携し、意見交換等を行うなどして検討を進める
必要があると考えております。

与那国町 〇 〇

本町では療育手帳所持の障害児が数人のため児童発達支援セ
ンターの単独の設置は難しい状況です。地理的な要因等も含
め専門的人員の確保も厳しく八重山圏域での設置を検討して
います。

〇

町内の既存組織による協議等により利用者が把握された場合
においては八重山圏域内の資源活用を図り機能を確保しま
す。

〇 〇

対象児がいないため利用者が把握された場合においては八重
山圏域内の資源活用を図ります。

八重山合計 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1

20 16 2 3 24 8 5 3 21 7 17 20 2 1 21 18

宮
古
圏
域

八
重
山
圏
域

合　　　　　　　　　計
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目標５　障害児支援の提供体制の整備等

単独設置 圏域設置 令和６年 令和７年 令和８年 設置済 １新規設置 ２既存組織活用 ３その他 具体的方法 令和６年 令和７年 令和８年

名護市 〇 〇 ○ 〇
平成3年度より、自立支援協議会内専門部会に紐づく形で設置して
いる。 1 1 1 1

国頭村 ○ ○ ○ 既存の自立支援協議会を活用。
1 ○

大宜味村 〇 〇 〇 自立支援協議会で協議

東村 ○ ○ ○
2 2 2 2

今帰仁村 〇 〇 ○ 〇 既存の子ども部会を活用
1 〇

本部町 〇 ○ 〇
本部町相談部会のワーキングチームとして「本部町子ども療育連携
会」を設置 5

伊江村 ○ ○ ○ 既存の自立支援協議会

伊平屋村 〇

伊是名村 ○ ○ ○
○設置にあたっては自立支援協議会を活用（既存組織の活用）し、
必要な関係者を加えることで対応します。

北部合計 6 3 3 1 3 3 0 7 1 10 3 3 3

宜野湾市 〇 〇 〇 医療的ケア児等協議会（仮称）を新たに設置する。
1 〇

沖縄市 〇 ○ 〇 平成3年度に自立支援協議会内に新規で協議の場を設置済み。
1 1 1 1

うるま市 〇 ○ 〇
自立支援協議会作業部会として令和5年度「医療的ケア児（者）連
絡会」を設置済 7 9 11 13

恩納村 〇 〇 ○ 〇
自立支援協議会の中のこども部会の方に協議の場として令和元年度
設置を行った。またコーディネーターに関しては現在相談支援専門
員と委託相談員が兼務している。 2 2 2 2

宜野座村 〇 〇 〇 子ども部会への設置
1 1 1 1

金武町 〇 ○ 〇 金武町自立支援協議会を活用（年１回程度）
1 1 1 1

読谷村 〇 ○ 〇 令和4年度に、自立支援協議会に子ども部会設置
2 済み

嘉手納町 〇 〇 〇 障害者自立支援協議会の部会を活用する。
2 2 2 2

北谷町 ○ ○ ○
こども支援部会で保健、障害福祉、保育、教育の関係機関等で協議
する場を設置している。 4 4 4 4

北中城村 〇 〇 〇
既存組織（村地域自立支援協議会内に設置する部会等）を活用し、
令和５年度中に実施。 1 〇

中城村 〇 ○ 〇 地域包括ケア推進協議会（自立支援協議会）の場で協議を行う 1 1 1 1

中部合計 10 1 2 0 3 7 2 9 0 23 21 23 25

那覇市 〇 ○ 〇
自立支援協議会の下部組織である子どもワーキングを活用すること
とし、平成31年3月に設置済みである。 4 4 4 4

浦添市 ○ ○ ○ 令和３年度より、単独で協議の場を設置済。
1 2 3 4

糸満市 1 1 糸満市地域自立支援協議会　子ども療育部会（IKEAの森）を活用
4 5 6 7

豊見城市 〇 ○ 〇 地域自立支援協議会の専門部会として設置
1 1 1 1

南城市 〇 〇 〇
医療ケア児コーディネーターや保健師、医師、子ども関係部署、教
育委員会等から関係者を招集し、協議会を設置することを検討。 1 1

西原町 ○ ○
西原町自立支援推進協議会の部会を活用し、「協議の場」を設置し
ます。 4

与那原町 ○ ○ ○
令和3年度に設置した、地域自立支援協議会「子ども支援部会」に
ぶら下がりで「医療的ケア児ワーキング部会」を設置する。 3 3 3 3

南風原町 ○ ○ ○ 令和元年度に保健、医療、福祉関係者との協議の場を単独設置。
1 ○

渡嘉敷村 ○ ○ ○ 既存の渡嘉敷村地域ケア会議内に専門部を設置する
1 ○

座間味村 ○ ○ ○
対象児がいないため想定はしておりませんが、既存のケア会議等組
織を活用する。

粟国村 ○ ○ ○ 自立支援協議会の中で、関係機関との協議の場を設置

医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

設置方法 設置時期 設置方法
設置人数

配置時期及び人数

○　目標5-4　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置（市町村成果目標）

北
部
圏
域

中
部
圏
域

南
部
圏
域
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目標５　障害児支援の提供体制の整備等

単独設置 圏域設置 令和６年 令和７年 令和８年 設置済 １新規設置 ２既存組織活用 ３その他 具体的方法 令和６年 令和７年 令和８年

医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

設置方法 設置時期 設置方法
設置人数

配置時期及び人数

○　目標5-4　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置（市町村成果目標）

渡名喜村 〇 〇 〇 自立支援協議会で部会を設置する。
1 1

南大東村 ○ ○ ○
ケア会議に教育関係者も参加させることで協議の場の確保を行いま
す。

北大東村

久米島町 〇 〇 〇 自立支援協議会を活用し協議を進める。
1 1 1 1

八重瀬町 ○ ○ ○
八重瀬町障害者自立支援協議会の子ども部会に医療的ケア児ワーキ
ングを設置（R2済） 3 R4配置済

南部合計 12 3 0 1 7 5 2 12 1 25 17 18 21

宮古島市 ○ ○ ○
既存の地域自立支援協議会子ども部会医療ケア児WGを活用し協議の
場を設置 3 4 4 4

多良間村

宮古合計 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 4 4

石垣市 〇 ○ 〇 石垣市障がい者自立支援協議会のこども部会を活用。
1 1

竹富町 〇 既存の自立支援協議会において、協議等行っております。
2

与那国町 〇 〇 〇
与那国町自立支援協議会を活用し関係機関との協議の場を設置しま
す。

八重山合計 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 1
30 8 6 2 14 16 4 32 2 64 45 48 54

八
重
山
圏
域

合　　　　　　　　　計

宮
古
圏
域
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目標６　相談支援体制の充実・強化等

○　目標6　総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制確保（市町村成果目標）

単独
設置

圏域
設置

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

名護市 ○ 24 6 6 6 1 6 4 4 1
委託相談支援事業所が構成員となっている専門部会において、市における相談支援体制の
評価や検証を行っている。

国頭村 ○ ○ 1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 6 6 6
現状では村外の事業所に委託している。
イ、ウについては既存の協議会、部会を活用していきたい。

大宜味村 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 5 5 5 1 1 1

障がい者の自立を目的とした支援体制づくりの強化
①日常生活、社会生活上の相談や情報提供
②権利擁護、カウンセリング

東村 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 13 1 6
スキル・知識を高めつつ、インフォマルサビスを含めた社会資源の改善及び開発、地域の
つながりや支援者・住民等との関係構築、生きがいや希望を見出す等の支援を行う

本部町 ○ ○

現在、委託を行っている相談支援事業が同様の機能をになっているため、広域で基幹相談
支援センタの役割をになってもらう。
ただし、村も相談支援事業所もマンパワ不足である。

今帰仁村 ○ ○ 1 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 5 5 3 3 3 6 6 6
本部町自立支援協議会　相談支援部会が年6回開催されており、困難事例などの情報共有を
行い支援体制の強化を図っている。

伊江村 8 8 8 1 1 1 6 6 6
伊平屋村

伊是名村 ○ ○ 6 6 6 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 6 6 6

○相談支援体制の充実・強化を図るため、島外の指定相談支援事業所3ヵ所に障害者相談支
援事業を委託しています。委託事業所は村自立支援協議会の開催に合わせて来島し、障害
者や家族等からの相談に対し、総合的・専門的な相談支援を行います。

北部合計 0 6 1 1 5 6 7 34 1 1 10 16 16 24 7 7 15 1 2 6 9 9 16 33 33 50 12 12 17 25 25 32

沖縄市 ○ ○ 28 28 28 12 12 12 12 12 12 42 42 42 1 1 1 3 3 3 14 14 14 5 5 5 12 12 12

・基幹相談支援センタ等の総合的・専門的な相談支援体制の整備。　医療機関や障がいサ
ビス支援事業所との連携体制の確保。　・相談支援員等向けの計画的な研修会の開催、地
域自立支援協議会等を活用した事例検討会の実施。

宜野湾市 ○ 1 1 1 7 7 7 11 11 11 36 36 36 3 3 3 1 1 1 13 13 13 2 2 2 48 48 48
沖縄市基幹相談支援センタを中心に地域の相談支援体制の充実・強化等を図る。

うるま市 ○ 23 23 23 8 8 8 24 24 24 4 4 4 1 1 2 2 2 2 17 17 17 4 4 4 36 36 36

・令和6年度より基幹相談支援センタの外部委託を実施。
・自立支援協議会の作業部会として『わくわくプランうるま（相談支援向上委員会）』を
設置。新人研修、フォロアップ研修の実施及び事業所訪問にて相談支援専門員の現状・課
題を聞き取り、体制整備に努める。
・相談支援専門員連絡会、委託相談員連絡会を毎月開催。ｽｷﾙアップ研修や情報共有等を
行っている。相談支援専門員連絡会では事例検討を実施。

恩納村 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
相談員の育成や、連携強化、地域社会資源の開発の検討を図るため、協議会を設置する。

宜野座村 ○ ○ 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 15 15 15 3 3 3 3 3 3
相談支援部会での個別ケスの協議

金武町 ○ ○ ○ ○
読谷村 ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 12 12 12

嘉手納町 ○ ○ 48 48 48 4 4 4 22 22 22 24 24 24 24 24 24 14 14 14 3 3 3 15 15 15
地域の相談支援事業所及び委託相談員その他の相談機関との連携強化を行う。

北谷町 ○ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 14 2 2 2 4 4 4

令和８年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連
携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センタを設置を目指す。
なお、基幹相談支援センタを設置するまでの間においても、これまでと同様に地域づくり
に向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、個別事例の
検討を
通じた地域サビス基盤の開発・改善等を行う取組を行っていく。

北中城村 ○ ○ 2 2 2 1 1 1 3 3 3 6 6 6

・基幹相談支援センタについて、設置時期未定のため、アは最終年度の設置予定とし、イ
については未定としております。
・相談支援体制強化に向けた、関係相談支援事業所との連絡会等を開催します。
・村直営の相談員及び委託相談員の専門的人材育成に向けた研修会等へ参加します。

中城村 ○ ○ 360 370 380 1 1 1 4 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 24 24 24

中部合計 11 0 2 1 7 461 471 483 34 34 36 77 77 79 110 110 112 6 6 10 36 36 38 93 93 94 26 26 27 160 160 161

那覇市 ○ 15 3 16 2 2 1 1 1 5 5 5 4 4 4 18 18 18

・令和８年度基幹相談支援センタの設置に向けて取組んでいく。
・市内の相談支援事業所の1/2を目標に訪問、指導・助言を実施。
・初任者研修、現任研修受講者等への支援により人材育成を実施。
・相談ワキング、特定事業所連絡会等において地域の相談基幹との連携強化の取組を実
施。

浦添市 ○ ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 5 5 5 4 4 4

ｱ：基幹相談支援センタを設置（委託）し、総合的・専門的な相談支援の実施。
ｲ：基幹相談支援センタが実施する事業所支援（相談支援事業者等に対する専門的な指導、
助言等）及び地域の相談機関との連携強化を目的とする検討会議の開催、会議等への参加
の回数。
ｳ：自立支援協議会各専門部会における事例検討等の実施。

糸満市 ○ ○ 2 2 2 2 2 2 12 12 12 4 4 4 1 1 1 4 4 4 14 14 14 4 4 4 24 24 24
・令和５年度、基幹相談支援センタ調査検討中。令和６年４月１日開設を目標とする。

豊見城市 ○ 済 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 2 21 22 4 5 5 22 23 24
新たに専門部会を設置し、支援体制の強化に努めます。

南城市 ○ ○ 3 3 3 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 7 7 7 3 3 3 6 6 6
令和8年度の基幹相談支援センタを市直営で設置に向けて、地域の相談支援事業所、委託相
談支援事業所等と緊密に連携をとることで、より地域の特性に応じた機能を保持するよう
に体制を整える。

西原町 ○ ○ ○ ○ 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 3 3 3 12 12 12
西原町自立支援推進協議会（相談部会）の活性化を図ります。

南風原町 ○ 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 1 1 1 4 4 4 12 12 12

基幹相談支援センタは、設置済み。令和6年度以降は、基幹相談支援センタの地域でのあり
方や地域の事業所との連携を専門部会「相談支援部会」等を通して強化する。また、相談
支援部会、就労支援部会、子ども支援部会に加えて、今後は地域移行・地域定着部会を立
ち上げ、各専門部会の強みを生かした相談支援体制を構築する。

与那原町 ○ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 7 7 2 2 2 16 16 16

・相談支援部会を中心とした相談支援体制づくりを行う。
・地域の相談支援を支える計画相談支援事業所、委託相談支援事、基幹相談支援センタが
相談支援部会等を通して連携し相談できる関係づくり。
・相談支援部会開催時に個別事案に対する助言等を通して、事例検討・共有を行い、相談
員相互の資質向上につなげている。

八重瀬町 ○ ○
久米島町 ○ ○

北大東村 ○ ○ 1 1 1 1 1 1
本村に相談支援事業所はなく、また小規模離島のため村単独での専門的な相談支援は困難
なため、圏域での体制作りを検討

基幹相談支援センタにお
ける主任相談支援専門員

の配置数

協議会における相談支援
事業所の参画による事例
検討実施回数（頻度）

参加事業者・機関数
協議会の専門部会の設置

数
協議会の専門部会の実施

回数（頻度） 相談支援体制の充実・強化に向けた具体的な方法
設置方法

基幹相談支援センタの設置

実施時期

北
部
圏
域

中
部
圏
域

基幹相談支援センタによ
る地域の相談支援事業所
に対する訪問等による専
門的な指導・助言の件数

地域の相談支援事業所の
人材育成の支援件数

地域の相談機関との連携
強化の取組の実施回数

個別事例の支援内容の検
証の実施回数

地域の相談支援体制の強化 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサビス基盤の開発・改善

南
部
圏
域
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目標６　相談支援体制の充実・強化等

○　目標6　総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制確保（市町村成果目標）

単独
設置

圏域
設置

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

基幹相談支援センタにお
ける主任相談支援専門員

の配置数

協議会における相談支援
事業所の参画による事例
検討実施回数（頻度）

参加事業者・機関数
協議会の専門部会の設置

数
協議会の専門部会の実施

回数（頻度） 相談支援体制の充実・強化に向けた具体的な方法
設置方法

基幹相談支援センタの設置

実施時期

基幹相談支援センタによ
る地域の相談支援事業所
に対する訪問等による専
門的な指導・助言の件数

地域の相談支援事業所の
人材育成の支援件数

地域の相談機関との連携
強化の取組の実施回数

個別事例の支援内容の検
証の実施回数

地域の相談支援体制の強化 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサビス基盤の開発・改善

南大東村 ○ ○ 1
村単独での確保が困難なので、圏域での確保にあたりたい。具体的な方法は未だなし。

渡嘉敷村 ○ ○
地域包括支援センタ・保健センタ・社会福祉協議会が連携することで、地域全体としての
状況把握し体制を整えます。

座間味村

粟国村 ○ ○ 6 1 1 1 1 6 1 3 3 3 6 6 6 2 2 2 6 6 6
2ヵ月に一度、障害者・児の部会で連携や専門的助言を行う。

渡名喜村 ○ ○ 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 7 7 7 3 4 4 6 8 8

少子高齢化、単身世帯の増加、地縁・血縁の希薄化などが進み福祉課題が一層複雑化・多
様化・深刻化するなか、複合的な課題を
抱えた人を支援するためには、各支援機関や地域住民などが分野を超えて連携し、支援す
ることができる総合的な相談体制を図っていく。

南部合計 10 4 3 3 10 22 24 46 34 36 39 56 58 75 48 49 58 3 4 11 59 59 60 59 78 80 34 36 37 126 129 131

宮古島市 ○ 設置済み 設置済み 設置済み 24 24 24 6 6 6 24 24 24 48 48 48 1 3 3 3 16 16 16 1 1 1 6 6 6

委託定例会にて地域の人材育成の支援を行う。基幹相談支援センタが主催して、警察・保
健所・地域生活支援センタ等、相談支援機関等と関係者会議を市内４地区で実施します。
基幹相談支援センタの機能強化に向け、週１回ミティングを行い、個別事例の支援内容や
検証を実施していく。
相談支援部会で上がった地域サビスの基盤の開発・改善に向け地域自立支援協議会で検討
を行う

多良間村

宮古合計 0 0 0 0 0 24 24 24 6 6 6 24 24 24 48 48 48 0 0 1 3 3 3 16 16 16 1 1 1 6 6 6

石垣市 ○ 設置済 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 6 6 6 15 15 15 5 5 5 3 3 3

石垣市の一般・特定相談支援事業所並びに相談支援専門員は減少傾向にあります。基幹相
談支援センタについては直営で１か所設置しており、令和２年度からは民間事業所１か所
へ委託を行っているところです。今後とも行政と民間の連携を図りながら、相談支援事業
所連絡会や石垣市障がい者自立支援協議会相談支援部会を活用し、地域の相談支援体制強
化に取り組んでいく。

竹富町
一町多島の本町においては、人材や機関設置等の体制の維持確保が厳しく未定の状況で
す。
関係機関と連携し、体制を確保する必要があると考えております。

与那国町 ○ ○ 1 1 1 1 1 1
本町に相談支援事業所はなく単独での専門的相談体制が整っておらず八重山圏域での体制
づくりを検討します。

八重山合計 0 0 0 0 0 6 6 6 12 12 12 12 12 13 12 12 12 1 1 2 6 6 7 15 15 16 5 5 6 3 3 4

21 10 6 5 22 519 532 593 87 89 103 185 187 215 225 226 245 11 13 30 113 113 124 216 235 256 78 80 88 320 323 334合　　　　　　　　　計

宮
古
圏
域

八
重
山
圏
域
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目
標

７
　

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

質
を

向
上

さ
せ

る
た

め
の

取
組

に
係

る
体

制
の

構
築

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

構
築
済
み

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

令
和

６
年

令
和

７
年

令
和

８
年

名
護
市

1
2

1
2

1
2

〇
運
用
中

6
国
頭
村

1
1

1
○

村
外
の
事
業
所
利
用
者
が
多
い
た
め
、

村
単

独
で

行
う

よ
り

圏
域

で
の

体
制

構
築

を
目

指
し

た
1

1
大
宜
味
村

3
3

3
〇

関
係
市
町
村
や
事
業
所
と
の
情
報
交
換

を
行

い
、

ニ
ー

ズ
が

あ
る

か
検

討
し

構
築

を
行

う
。

1
1

1
東
村

1
1

1
〇

1
今
帰
仁
村

1
1

1
〇

本
部
町

2
2

2
○

毎
月
の
審
査
支
払
事
務
に
お
い
て
、
一

次
・

二
次

審
査

結
果

（
警

告
・

エ
ラ

ー
）

を
基

に
、

関
係
事
業
所
へ
修
正
依
頼
を
行
っ
て
い
る

。
12

12
12

伊
江
村

1
1

1
○

1

伊
平
屋
村

伊
是
名
村

1
1

1
○
村
内
各
事
業
所
と
審
査
支
払
等
シ
ス

テ
ム

に
よ

る
審

査
結

果
を

共
有

す
る

回
数

は
、

毎
月

1回
行
う
こ
と
と
し
、
年
12

回
と
し
ま
す
。

12
12

12

北
部
合
計

2
2

2
2

2
2

1
1

1
4

25
26

34

宜
野
湾
市

1
6

16
16

〇
組
織
内
に
お
い
て
は
障
害
者
自
立
支
援

審
査

支
払

等
シ

ス
テ

ム
等

に
よ

る
審

査
結

果
を

分
析

す
る
人
材
の
育
成
を
行
う
と
と
も
に
、
中

部
広

域
に

お
け

る
共

同
事

務
処

理
及

び
集

団
指

導
の

実
施
な
ど
の
取
り
組
み
を
通
じ
た
サ
ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
努

め
ま

す
。

2
2

2

沖
縄
市

5
5

5
〇

具
体
的
な
内
容
を
確
認
し
た
後
に
実
行

が
可

能
か

ど
う

か
検

討
す

る
。

1

う
る
ま
市

2
2

2
〇

①
　
障
害
者
自
立
支
援
審
査
支
払
等
シ

ス
テ

ム
等

を
活

用
し

た
自

立
支

援
給

付
費

の
分

析
を

経
年
的
に
行
え
る
事
務
を
構
築
す
る
。
（

分
析

結
果

報
告

書
に

関
す

る
様

式
及

び
分

析
項

目
を

定
め
、
各
年
度
実
績
の
デ
ー
タ
収
集
・
蓄

積
を

行
う

。
ま

た
、

当
該

事
務

に
関

し
て

シ
ス

テ
ム

操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
。
）

②
　
①
に
関
す
る
分
析
結
果
等
を
沖
縄

県
、

他
市

町
村

や
相

談
支

援
専

門
員

等
と

共
有

し
、

適
正
給
付
に
向
け
て
の
課
題
共
有
や
今
後

の
取

り
組

み
や

そ
の

協
議

に
用

い
る

。
③
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
毎
の
給
付
費

等
の

分
析

等
を

行
い

、
優

先
的

に
実

地
検

査
を

行
う

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
選
定
等
に
活
用
す

る
。

（
事

業
所

数
や

給
付

費
の

伸
び

、
過

誤
調

整
等

の
多
い
サ
ー
ビ
ス
種
別
の
把
握
、
中
部
広

域
指

摘
事

項
の

分
析

等
）

④
　
③
に
関
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事

業
所

に
対

す
る

集
団

指
導

で
の

周
知

の
実

施
調

整
や
市
内
事
業
所
に
対
す
る
適
正
給
付
に

関
す

る
独

自
通

知
等

を
行

う
。

（
中

部
圏

域
市

町
村

圏
事
務
組
合
と
の
共
同
処
理
業
務
を
含
む

。
）

1
1

1

恩
納
村

3
3

3
〇

国
保
連
合
会
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
デ
ー

タ
を

参
考

に
事

業
所

等
と

連
携

し
、

情
報

共
有

及
び

体
制
整
備
を
行
う
。

1
1

1

宜
野
座
村

6
6

6
○

国
保
連
に
て
1次

請
求
チ
ェ
ッ
ク
を
実

施
し

て
も

ら
い

、
自

治
体

で
2次

チ
ェ

ッ
ク

を
実

施
の

上
、
過
誤
等
が
あ
れ
ば
事
業
所
等
と
調

整
し

て
い

る
。

1
1

1

金
武
町

1
○

株
式
会
社
NI

Cの
障
害
者
自
立
支
援
審
査

支
払

等
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
て

い
る

。
1

1
1

読
谷
村

2
2

2
〇

中
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
に
お
い

て
、

関
係

自
治

体
と

担
当

者
会

議
等

で
情

報
共

有
を

行
う
。

1

嘉
手
納
町

3
3

3
〇

他
市
町
村
と
共
有
に
つ
い
て
意
見
交
換

を
行

い
、

体
制

の
構

築
を

図
る

。
1

1
1

北
谷
町

3
3

3
○

事
業
所
連
絡
会
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業

者
の

指
導

及
び

実
地

検
査

に
関

す
る

事
務

を
共

同
処
理
し
て
い
る
中
部
広
域
市
町
村
圏
事

務
組

合
等

の
既

存
組

織
体

制
を

活
用

す
る

予
定

5
5

5

北
中
城
村

1
1

1
〇

現
在
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向

上
に

向
け

た
実

地
指

導
等

に
つ

い
て

圏
域

的
な

共
同

処
理
を
目
的
と
し
た
協
議
を
継
続
し
ま
す

。
2

中
城
村

1
1

1
〇

ど
の
よ
う
な
分
析
方
法
や
共
有
体
制
が

で
き

る
か

を
含

め
今

後
検

討
す

る
1

中
部
合
計

4
2

4
2

4
3

1
2

1
7

13
12

16

那
覇
市

1
1

1
○

指
定
事
業
所
へ
の
集
団
指
導
の
機
会
を

活
用

し
て

過
誤

請
求

事
例

等
を

紹
介

す
る

等
。

1

浦
添
市

5
5

5
○

障
害
者
自
立
支
援
審
査
支
払
等
シ
ス
テ

ム
の

審
査

結
果

を
活

用
し

、
エ

ラ
ー

内
容

を
事

業
所

等
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
請
求
の
過
誤
を

減
ら

す
と

と
も

に
、

運
営

の
適

正
化

を
図

る
。

1

糸
満
市

3
3

3
○

1

豊
見
城
市

1
1

1
〇

審
査
結
果
か
ら
把
握
し
た
過
誤
請
求
内

容
と

改
善

事
例

等
を

、
自

立
支

援
協

議
会

の
専

門
部

会
に
お
い
て
事
業
所
へ
周
知
し
、
対
自
治

体
と

共
有

す
る

。
1

○
　

目
標

7
-1

　
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
各

種
研

修
の

活
用

（
市

町
村

成
果

目
標

）
○

　
目

標
7
-2

　
障

害
者

自
立

支
援

審
査

支
払

等
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

審
査

結
果

の
共

有
（

市
町

村
成

果
目

標
）

都
道

府
県

が
実

施
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
研

修
そ

の
他

の
研

修
へ

の
市

町
村

職
員

の
参

加
人

数
障
害

者
自

立
支

援
審

査
支

払
等

シ
ス

テ
ム

等
に

よ
る

審
査

結
果

を
分

析
し

て
そ

の
結

果
を

活
用

し
、

事
務

所
や

関
係

自
治

体
等

と
共

有
す

る
体

制
の

構
築

具
体

的
方

法
参
加
時
期
及
び
人
数

構
築
時
期

北 部 圏 域 中 部 圏 域

障
害
者
自
立
支
援
審
査
支
払
等
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
る
審
査
結
果
を
分
析
し

て
そ
の
結
果
を
活
用
し
、
事
業
所
や
関
係
自
治
体
等
と
の
共
有
実
施
回
数

（
年
間
回
数
）

回
数
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目
標

７
　

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

質
を

向
上

さ
せ

る
た

め
の

取
組

に
係

る
体

制
の

構
築

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

構
築
済
み

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

令
和

６
年

令
和

７
年

令
和

８
年

○
　

目
標

7
-1

　
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
各

種
研

修
の

活
用

（
市

町
村

成
果

目
標

）
○

　
目

標
7
-2

　
障

害
者

自
立

支
援

審
査

支
払

等
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

審
査

結
果

の
共

有
（

市
町

村
成

果
目

標
）

都
道

府
県

が
実

施
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
研

修
そ

の
他

の
研

修
へ

の
市

町
村

職
員

の
参

加
人

数
障
害

者
自

立
支

援
審

査
支

払
等

シ
ス

テ
ム

等
に

よ
る

審
査

結
果

を
分

析
し

て
そ

の
結

果
を

活
用

し
、

事
務

所
や

関
係

自
治

体
等

と
共

有
す

る
体

制
の

構
築

具
体

的
方

法
参
加
時
期
及
び
人
数

構
築
時
期

障
害
者
自
立
支
援
審
査
支
払
等
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
る
審
査
結
果
を
分
析
し

て
そ
の
結
果
を
活
用
し
、
事
業
所
や
関
係
自
治
体
等
と
の
共
有
実
施
回
数

（
年
間
回
数
）

回
数

南
城
市

3
3

3
〇

自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
し
、
請
求
の

過
誤

の
是

正
を

目
指

す
他

、
サ

ー
ビ

ス
費

用
の

現
状

や
推
移
を
確
認
し
な
が
ら
支
援
体
制
の
課

題
を

検
討

す
る

。
4

西
原
町

3
3

3
○

審
査
結
果
に
つ
い
て
分
析
し
た
内
容
を

事
業

所
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
西

原
町

地
域

自
立

支
援
推
進
協
議
会
を
通
じ
て
関
係
者
と
情

報
の

共
有

を
図

る
。

審
査

結
果

の
分

析
方

法
に

つ
い

て
は
今
後
検
討
す
る
。

1
1

1

与
那
原
町

1
1

1
○

現
状
で
は
、
審
査
に
関
し
て
は
国
民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

に
委

託
し

て
お

り
、

国
保

連
で

の
一
次
審
査
に
よ
る
警
告
の
内
容
確
認
の

み
と

な
っ

て
い

ま
す

。
今

後
請

求
内

容
の

精
査

・
分

析
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
が
帳
票
と

し
て

確
認

で
き

る
よ

う
な

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

行
い

、
着
眼
点
を
絞
り
な
が
ら
課
題
等
が
あ
れ

ば
、

事
業

所
連

絡
回

や
自

立
支

援
協

議
会

を
通

し
て

情
報
共
有
と
課
題
の
解
決
を
行
い
ま
す
。

1

南
風
原
町

2
2

2
○

町
内
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を

集
め

、
情

報
提

供
す

る
場

を
つ

く
る

。
1

渡
嘉
敷
村

2
○

1
座
間
味
村

2
2

2
○

2
2

2
粟
国
村

1
1

1
○

検
討
中

1
渡
名
喜
村

1
1

1
〇

検
討
中

南
大
東
村

3
3

3
2

2
2

自
立
支
援
業
議
会
を
活
用
す
る
こ
と
で

審
査

結
果

を
共

有
し

て
い

く
体

制
を

整
え

ま
す

。
2

2
2

北
大
東
村

1
1

1
検
討
中

久
米
島
町

2
2

2
〇

2ヵ
月
に
一
度
、
障
害
者
・
児
の
部
会

で
情

報
共

有
を

行
う

。
6

八
重
瀬
町

1
1

1
○

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
を
向
上
さ

せ
る

た
め

の
取

組
を

検
討

し
て

い
く

。
1

南
部
合
計

3
0

3
0

3
2

0
2

2
13

5
6

23

宮
古
島
市

3
3

3
○

○
自
立
支
援
協
議
会
等
で
、
情
報
共
有

の
場

を
設

け
現

状
を

分
析

す
る

と
と

も
に

改
善

策
を

見
出
し
て
い
く
。
ま
た
、
事
業
所
と
の
連

絡
体

制
は

で
き

て
い

る
た

め
、

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も
に
必
要
が
あ
れ
ば
会
議
の
開
催
も
検

討
す

る
。

2
2

2

多
良
間
村

宮
古
合
計

3
3

3
1

0
0

0
2

2
2

石
垣
市

6
6

6
○

請
求
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
（
オ
ク
ト
パ

ス
）

で
国

保
連

合
会

の
デ

ー
タ

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
過

誤
分
等
に
つ
い
て
事
業
所
と
確
認
、
調
整

を
行

い
請

求
の

修
正

を
行

っ
て

い
る

。
1

1
1

竹
富
町

1
1

1

八
重
山
圏
域
相
談
支
援
事
業
者
連
絡
会

が
月

毎
に

開
か

れ
て

お
り

、
圏

域
で

の
相

談
支

援
事

業
所
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ

が
、

自
立

支
援

審
査

支
払

シ
ス

テ
ム

等
の

活
用

に
関
し
て
は
未
定
で
す
。

関
係
機
関
と
連
携
し
、
検
討
を
進
め
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

与
那
国
町

1
〇

状
況
を
踏
ま
え
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

1

八
重
山
合
計

7
7

8
1

0
0

1
1

1
2

10
4

10
4

10
8

4
5

4
25

46
47

77

八 重 山 圏 域

合
　
　

　
　
　
　
　
　
　
計
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